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平成２４年１０月３０日、池田市教育委員会より諮問のあった下記事項につ

いて、別紙のとおり答申します。 

 
 

記 
 

 

１．小中一貫教育の実施に伴う小中連携校の設定並びに通学区域の見直しに

ついて 

２．細河中学校区施設一体型小中一貫校開校に伴う通学区域の見直しについ

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



答   申 

 

１ はじめに 

 

池田市立学校通学区審議会（以下、審議会）は、池田市教育委員会からの委

嘱を受けて、平成２４年１０月３０日に発足し、同日付け（池教学発第２９号）

によって、「小中一貫教育の実施に伴う小中連携校の設定並びに通学区域の見直

しについて」および「細河中学校区施設一体型小中一貫校開校に伴う通学区域

の見直しについて」の２項目について諮問を受けた。 

諮問によると、小中一貫教育の実施に伴い、小・中学校の連携校を指定する

が、一部の区域では調整区域を設定していることから、連携校以外の中学校を

選択することができるため、通学区域の見直しについて検討が必要であること、

また、適正規模を下回る北部地域の細河小学校、伏尾台小学校および細河中学

校は、学校施設再編整備計画において小規模校の解消などを目的に、３校を一

体とした細河中学校区施設一体型小中一貫校の建設を計画しているが、通学環

境の変化への配慮や施設一体型小中一貫校による一貫性の高い教育環境をはじ

めとする特色ある学校として、弾力的な通学区域の設定などについて検討が必

要であることから、これらについての審議を求めるものであった。 

 

 

２ 前回の審議会について 

 

池田市の通学区域の考え方は、前回開催された審議会の答申（平成１９年１

２月）に次のとおり記載があり、この考え方に変わりはない。 

本市の市立小・中学校の通学区域については、原則として町単位で設定され、

併せて児童・生徒の通学時における安全も確保するといった観点に立ち設定さ

れている。小学校においては、一部の通学区域に地理的要件などを配慮し、調

整区域が設定されている。中学校についても、一部の区域の児童は、多くの同

級生と異なる中学校へ進学する状況が生じていたため、平成１６年度から新た

に調整区域を設定し、本市の実情にあわせた内容で実施されているところであ

る。 

前回の審議会の諮問項目は、「池田小学校並びに秦野小学校の通学区域につい

て」「今後、適正規模を下回ると推測される小学校の通学区域について」の２項

目で、その答申では、校区内に大型マンションの建設等により、大幅に児童数

の増加が見込まれる池田小学校、地域性などにより児童数の増加が続いている
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秦野小学校について、基本的には通学区域を変更せず、調整区域を設けること

により近隣の小学校へ就学できるようにするとの考えのもと、該当地域に調整

区を設置したところである。また、適正規模を下回ると推測される細河小学校、

伏尾台小学校については、魅力ある学校づくりをめざすよう努力すること、ま

た、将来的に保護者の希望があれば、校区以外から保護者の責任のもと、受け

入れるよう配慮することなどの考えが示されたところである。 

 

 

３ 諮問項目１「小中一貫教育の実施に伴う小中連携校の設定並びに通学区域

の見直しについて」 

 

（１）小中一貫教育について 

池田市では平成２６年度から小中一貫教育の本格実施を予定している。小

中一貫教育の基本方針は、 

１．学習指導要領のもと、「教育のまち池田」特区での実践を継続。 

２．めざす子ども像の共有化を図り、各中学校区の特色を生かした教育を、

中学校区協働で進める。 

３．「４・３・２」の指導区分を基に、幼児期からの連携を図りながら、義務

教育９年間の連続し一貫した教育課程（ベーシック・カリキュラム）を編

成・実施。 

４．学校・家庭・地域が一体となり、「地域の子どもは地域で育てる」教育コ

ミュニティづくりをすすめる。 

の４つとなっている。 

 

（２）小中一貫教育と通学区域との関係 

小中一貫教育は、小学校と中学校がお互いに協力しあって、中学校区ごと

に「めざす子ども像」や「教育課程」などを共有し、中学校区ごとの特色を

生かした教育を協働で進め、義務教育９年間を連続し一貫した教育を実施す

るものである。したがって、小中一貫教育を推進するにあたり、連携する小・

中学校を中学校区ごとに指定することが望ましいと考える。 

また、学校・家庭・地域が一体となり、教育コミュニティづくりをすすめ

るためには、それぞれが当事者意識を持ち、中学校区を基本に子どもたちの

育ちに関わっていく必要がある。ただ、池田市には調整区域という歴史的経

緯があり、中学校区ごとの教育コミュニティづくりという観点から、審議会

としては、この問題について検討を行った。 
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（３）調整区域の問題について 

調整区域は地理的要件、友人関係、児童・生徒数の偏りの緩和などにより

設けられており、弾力的な通学区域の運用という面ではメリットがあるが、

しかしながら、今後さらに進めていこうとしている、中学校区ごとの教育コ

ミュニティづくり、地域活動や集団登校などにおいて課題もある。 

現在の小学校から中学校への進学の調整区域は、連携する中学校以外の中

学校に進学することができる制度である。これを中学校区ごとに連携する

小・中学校に指定することは、子どもの学びからすると、極めて自然な形で

学校の教員が連携でき、教育内容も連携される。したがって、子どもたちに

とって、豊かな学びになるなどの考えから、連携する中学校への進学に限定

することについては合意があった。 

これにより、調整区域においても、小学校入学時に連携する中学校への進

学が決まることになり、調整区域が設置された要件である友人関係という課

題も解消できることになる。 

また、学校・家庭・地域が一体となり、教育コミュニティづくりをすすめ

るという面からすると、本来、地域ごとに就学できる学校は指定校のみとし、

２つ以上の小学校、中学校に就学できる状態を無くすべきであるが、地理的

要件、児童・生徒数の偏りの緩和など調整区域の必要な理由について再度検

証し、必要な場合のみ調整区域を残すこととした。 

また、一部の地域では、小学校と中学校の連携にねじれが生じており、そ

の場合、小学校または中学校の指定校の変更が必要になってくるが、児童・

生徒数、立地条件、就学率などを総合的に勘案することとした。 

以上を前提として、地域ごとに検討した。 

 

（４）地域ごとの検討 

・木部町 

諮問項目２「細河中学校区施設一体型小中一貫校開校に伴う通学区域の見直

しについて」と関連するので、別途協議を行ったため後述。 

 

・建石町 

・上池田１丁目 

建石町、上池田１丁目は、元々、五月丘小学校、渋谷中学校が指定校であっ

たが、昭和４７年に池田小学校の調整区域に設定、昭和５７年の細河中学校開

校時に中学校の指定校を池田中学校に変更、昭和６２年に小学校の指定校を池

田小学校に変更し、現在は、池田小学校、池田中学校が指定校である。 

平成１６年には連携の関係から、五月丘小学校卒業者に限り渋谷中学校も選
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択が出来ることとされた。 

児童・生徒数は、池田小学校が五月丘小学校を、渋谷中学校が池田中学校を

大きく上回る状況である。 

小・中学校の立地としては、小学校は両地域の端にあり、中学校は、池田中

学校が上池田１丁目内に建っており、建石町から渋谷中学校に通学する際は池

田中学校を通過することになる。 

また、就学率は、建石町は、池田小学校、五月丘小学校ともに約半数ずつ就

学しているが、一方、上池田１丁目は、９５％以上が池田小学校へ就学してお

り、五月丘小学校へは、平成２５年度の就学者はいない状況である。 

以上により、これまでどおり両地域ともに池田小学校、池田中学校を指定校

とすべきだと考える。なお、調整区域の設置目的を果たしている建石町は、五

月丘小学校の調整区域として残し、五月丘小学校卒業者は渋谷中学校への進学

に限るものとする。一方、1地域 1小・中学校をめざすうえで、調整区域の設置

目的を果たしていない、上池田１丁目については、五月丘小学校の調整区域か

ら削除する。 

 

 

・槻木町 

槻木町は、池田小学校および池田中学校が指定校であり、校区内の大型マン

ション建設に伴う児童数の増加の軽減を目的に、平成２０年度より呉服小学校

の調整区域に設定されたが、阪急電車の高架下や人通りの少ない住宅街の通過

を懸念する保護者の声もあり、これまでの呉服小学校への就学は数名で、現在

は就学者がいない状況である。 

池田小学校は平成２３年度から平成２４年度にかけて実施した大規模改修に

おいて、平成２７年度の推計児童数のピークに合わせた教室数の整備が完了し

たところである。 

一方、呉服小学校の児童数は適正規模であり、校区内のマンションの建設な

どによる児童数の増加が見込まれており、槻木町を呉服小学校の校区に組み入

れた場合、将来的に新入学児童数が池田小学校を上回る可能性もある。 

以上により、これまでどおり、指定校を池田小学校、池田中学校とすべきだ

と考える。なお、１地域１小・中学校をめざすうえで、調整区域の設置目的を

果たしていないため、呉服小学校の調整区域から削除する。 

 

・旭丘１丁目・旭丘２丁目 

旭丘１丁目・旭丘２丁目は、元々、秦野小学校、渋谷中学校が指定校であっ

たが、昭和５３年の石橋中学校開校時に中学校の指定校を石橋中学校に変更し、
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現在は、秦野小学校、石橋中学校が指定校である。 

平成１６年には連携の関係から、渋谷中学校も選択が出来ることとされ、更

に秦野小学校区内の児童数の増加の軽減を目的に、平成２０年度より石橋小学

校および緑丘小学校の調整区域に設定された。 

児童・生徒数は、秦野小学校が石橋小学校、緑丘小学校を、渋谷中学校が石

橋中学校を大きく上回る状況であり、秦野小学校、渋谷中学校ともに、これ以

上の児童生徒数の増加には施設の設備面からも余裕がない状況にある。 

小・中学校の立地としては、個別にみると、各学校に近いところもあるが、

地域全体としては、小学校は両地域の周辺にあり、中学校は、石橋中学校が渋

谷中学校より若干近接している。 

また、就学率は、秦野小学校、渋谷中学校に８割前後が就学している。 

本地域は、小・中学校の連携にねじれが生じ、小学校または中学校の指定校

の変更が必要である。 

以上により、両地域ともに石橋小学校、石橋中学校を指定校とすべきだが、

小学校区の変更は、自治会活動や子ども会などの地域活動、通学路の安全確保

など小学校との連携への影響があり、また、多くの児童が秦野小学校に就学し

ている現状から、保護者および地域への十分な周知を行い、両地域の児童が指

定校へ就学するよう促すことが大前提となる。 

ただ、秦野小学校区を単位として、様々な地域活動が行われている中、移行

期間として当分の間、秦野小学校の調整区域として残すが、秦野小学校卒業者

は、連携校である渋谷中学校への進学に限ることとする。 

１地域１小・中学校をめざすうえで、緑丘小学校への就学は数名で、調整区

域の設置目的を果たしていないため、両地域とも緑丘小学校の調整区域から削

除する。 

 

・鉢塚３丁目 

鉢塚３丁目は、元々、秦野小学校、渋谷中学校が指定校であったが、昭和５1

年の緑丘小学校開校時に小学校の指定校を緑丘小学校に変更し、現在は、緑丘

小学校、渋谷中学校が指定校である。平成２３年度より、住民からの要望や渋

谷中学校の生徒数の緩和などにより、石橋小学校および石橋中学校の調整区域

に設定された。 

児童・生徒数は、小学校は、石橋小学校が緑丘小学校を上回るが両校ともに

適正規模であり、中学校は、渋谷中学校が石橋中学校を大きく上回る状況であ

る。ただ、緑丘小学校の校区から本地域を除いた場合、適正規模を下回る可能

性がある。また、旭丘１丁目・旭丘２丁目を石橋中学校区とした場合は、石橋

小学校、石橋中学校の児童生徒数が増加する可能性がある。 
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小・中学校の立地としては、小学校は両地域の周辺にあり、中学校は、石橋

中学校が渋谷中学校より近接している。 

また、就学率は、緑丘小学校、渋谷中学校に９割強が就学している。 

以上により、これまでどおり、緑丘小学校、渋谷中学校を指定校とすべきだ

と考える。１地域１小・中学校をめざすうえで、調整区域の設置目的を果たし

ていないため、石橋小学校の調整区域から削除することも考えられるが、平成

２３年に設置したところであり、当分の間、石橋小学校の調整区域として残す

が、石橋小学校卒業者は、連携校である石橋中学校への進学に限るものとする。 

 

・天神１丁目 

天神１丁目は、元々、石橋小学校、北豊島中学校が指定校であったが、昭和

４７年の石橋南小学校開校時に北豊島小学校の調整区域に設定し、昭和６２年

に小学校の指定校を北豊島小学校に変更し、石橋小学校の調整区域に設定した。

現在は、北豊島小学校、北豊島中学校が指定校である。 

平成１６年には連携の関係から、石橋小学校卒業者に限り石橋中学校も選択

が出来ることとされた。 

児童・生徒数は、小学校は、両校ともに同規模かつ適正規模であり、中学校

は、北豊島中学校が石橋中学校を少し上回り、石橋中学校は適正規模を下回る

状況である。ただ、旭丘１丁目・旭丘２丁目を石橋中学校区とした場合は、石

橋小学校、石橋中学校の児童生徒数が増加する可能性がある。 

小・中学校の立地としては、本地域は、両小・中学校の中間地点である。 

また、就学率は、北豊島小学校、石橋小学校ともに約半数ずつ就学している。 

以上により、これまでどおり、北豊島小学校、北豊島中学校を指定校とすべ

きだと考える。なお、１地域１小・中学校をめざすうえで、石橋小学校の調整

区域から削除することも考えられるが、旭丘１丁目・旭丘２丁目は移行期間と

して、当分の間、秦野小学校の調整区域として残すことから、すぐに石橋小学

校の調整区域から本地域を削除すると、石橋中学校の規模が適正規模を大きく

下回る可能性もあるため、旭丘１丁目・旭丘２丁目が秦野小学校の調整区域で

ある期間は、石橋小学校の調整区域として残すが、石橋小学校卒業者は、連携

校である石橋中学校への進学に限るものとする。 

 

・住吉１丁目（１・６～１３番）、住吉２丁目（４～１３番） 

・空港１丁目、空港２丁目 

住吉１丁目（１・６～１３番）、住吉２丁目（４～１３番）、空港１丁目、空

港２丁目は、元々、北豊島小学校、北豊島中学校が指定校であったが、昭和４

７年の石橋南小学校開校時に小学校の指定校を石橋南小学校に変更した。現在
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は、石橋南小学校、北豊島中学校が指定校である。 

平成１６年には連携の関係から、石橋中学校も選択が出来ることとされた。 

本地域は、小・中学校の連携にねじれが生じ、小学校または中学校の指定校

の変更が必要である。 

指定校である石橋南小学校は、適正規模を下回っており、小規模校の児童数

を更に減少させることになる。 

以上により、これまでどおり、石橋南小学校を指定校とし、中学校は連携す

る石橋中学校を指定校に変更すべきだと考える。 

したがって、石橋南小学校との連携校でない、北豊島中学校の調整区域から

本地域を削除する。 

 

今回、調整区域として残る地域があるが、小中一貫教育や中学校区ごとの教

育コミュニティづくりの推進などについて十分周知し、指定校への就学を促し、

今後、調整区域は廃止していくべきと考える。 

 

 

４ 諮問項目２「細河中学校区施設一体型小中一貫校開校に伴う通学区域の見

直しについて」 

 

（１）細河中学校区施設一体型小中一貫校について 

池田市域北部に位置する、細河小学校および伏尾台小学校は、平成１９年度

に開催された審議会において、当時、今後適正規模を下回ると推測される小学

校として、通学区域のあり方について審議されている。答申では、児童数の減

少は切実な問題で、教育環境の不均等、教育効果への影響が危惧されるが、小

学校は地域の核として、存在することに意味があり、可能な限り通学区域は変

更しないことが望ましいとされ、まずは、魅力ある学校づくりをめざすことと

された。また、校区以外からの受け入れも一つの考え方であると示された。 

その後、平成２３年６月には、学校施設再編整備計画が示され、学校施設再

編整備における３つの柱、①小中一貫教育の推進、②小規模校の解消、③施設

老朽化改善・耐震化にもとづき、細河小学校、伏尾台小学校および細河中学校

の３校を一体とした細河中学校区施設一体型小中一貫校を建設し、平成２７年

度の開校をめざしているところである。 

審議会では、通学環境の変化への配慮や、施設一体型小中一貫校による一貫

性の高い教育環境をはじめとする、特色ある学校として弾力的な通学区域の設

定などについての検討が求められている。 
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（２）木部町について 

木部町は、細河小学校、池田中学校が指定校であり、昭和５７年の細河中学

校開校時にも中学校の指定校を変更していない。 

平成１６年には連携の関係から、細河中学校も選択が出来ることとされた。 

児童・生徒数は、細河小学校が小規模で、池田中学校は適正規模、細河中学

校は小規模校という状況である。 

中学校の立地としては、本地域が南北に長いため、北端の細河小学校付近か

らは、池田中学校、細河中学校共に同距離だが、中心部の木部町交差点付近に

なると、細河中学校への通学距離が池田中学校のおおよそ倍となる。 

また、就学率は、木部町は９０％弱が池田中学校へ就学しており、細河中学

校へは平成２５年度の就学者はいない状況である。 

通学距離および就学率からすると、池田中学校を指定校とすべきだと考えら

れるが、池田中学校を指定校とした場合、小学校の指定校は池田小学校となる

ため、これ以上の児童数の増加には施設の設備面からも余裕がない状況にある。

また、細河小学校、伏尾台小学校の児童数は池田小学校の児童数を大幅に下回

っており、平成２７年度の細河中学校区施設一体型小中一貫校の開校時におけ

る新１年生は、木部町を除いた場合、１学級になる可能性もある。 

以上により、これまでどおり小学校は細河小学校を指定校とし、中学校は、

指定校を変更し細河中学校を指定校とすべきだと考える。なお、細河小学校と

の連携校でない、池田中学校の調整区域から本地域を削除する。 

 

今回、総合的に勘案し、中学校を細河中学校に指定することは妥当だと結論

付けたが、木部町では、通学距離の問題からほとんどの生徒が池田中学校に通

っているのが現状である。しかしながら、小学校は細河小学校が指定校であり、

細河中学校区に取り入れることは妥当だが、通学手段として通学バスの運行は

最低限の条件として整備することが必要である。また、細河中学校区の特色や

教育活動づくりについて具体的に提示していくことが必要であり、今後、本地

域の通学区域の変更について住民に説明する際には、開校予定の細河中学校区

施設一体型小中一貫校の特性を活かし特色ある教育活動の推進を図ることも合

わせて十分説明し、一定の理解が得られるよう要望する。 

また、前回の審議会でも、「細河小学校、伏尾台小学校区以外からの就学の希

望があれば、通学の安全面等の課題はあるが、保護者の責任のもと、受け入れ

るよう配慮するのも一つの考え方である。」と答申にて示されているが、今後、

学校づくりを介して教育向上を図ることにより「ここに通いたい」という希望

も出てくる可能性がある。 
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５ おわりに 

本審議会は、平成２４年１０月３０日の第１回審議会以降、教育委員会から

の諮問事項の範囲において慎重に審議を重ね、その結果をここに答申した。 

「小中一貫教育の本格実施」、「細河中学校区施設一体型小中一貫校の開校」

に伴う通学区域の見直しについて諮問され、また、審議会の冒頭に教育委員会

より、これからも学区制は維持することや、将来は１地域１小・中学校をめざ

すとの方針が示された。それぞれの施策が、今後の池田の教育の発展のため新

たに取り組んでいくものであり、円滑に推進されるための適正な通学区域を検

討し、提案を行った。しかしこれらは、あくまでそれぞれの施策の推進を想定

したうえでのものである。特に、旭丘１丁目・２丁目においては、小学校区を

変更しており、細河中学校区施設一体型小中一貫校の開校に伴う通学区域につ

いては、これまで「歩いて通える範囲で設定しよう」ということを大前提とし

てきたが、今回大きく方向転換している。但し、小中一貫教育における連携を

密にするため、明確な連携校の位置づけが必要であるとすることも重要である

が、一部の地域においては、児童・生徒数の偏りの緩和等により、当分の間調

整区域を残すことや、調整区域に居住する児童・生徒は、きょうだいで同じ学

校に在籍できるように経過措置を講じるなど、きめ細やかな配慮も必要と考え

る。 

教育委員会におかれては、この答申に基づき、周知期間、実施時期も含め十

分検討された上で、決して混乱をまねくことがないように、慎重に進めて頂き

たい。 
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〔調整区域の現状〕 

指定校 調整校 
町 名 

小学校 中学校 小学校 中学校 
 
木部町 
 

細河小学校 池田中学校 ― 細河中学校 

 
建石町 
 

池田小学校 池田中学校 五月丘小学校 
渋谷中学校 
（五月丘小学

校卒業者のみ） 
 
上池田１丁目 池田小学校 池田中学校 五月丘小学校 

渋谷中学校 
（五月丘小学

校卒業者のみ） 
 
槻木町 
 

池田小学校 池田中学校 呉服小学校 ― 

 
旭丘１丁目 
旭丘２丁目 
 

秦野小学校 石橋中学校 
石橋小学校 
緑丘小学校 

渋谷中学校 

 
鉢塚３丁目 
 

緑丘小学校 渋谷中学校 石橋小学校 石橋中学校 

 
天神１丁目 
 

北豊島小学校 北豊島中学校 石橋小学校 
石橋中学校 
（石橋小学校

卒業者のみ 
 
空港１丁目 
空港２丁目 
住吉１丁目 
(1･6～13番) 
住吉２丁目 
(4～13番) 
 

石橋南小学校 北豊島中学校 ― 石橋中学校 

 

６  資料 
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〔調整区域の通学区変更案〕 

指定校 調整校 
町 名 

小学校 中学校 小学校 中学校 
 
木部町 
 

細河小学校 細河中学校 ― ― 

 
建石町 
 

池田小学校 池田中学校 五月丘小学校 渋谷中学校 

 
上池田１丁目 
 

池田小学校 池田中学校 ― ― 

 
槻木町 
 

池田小学校 池田中学校 ― ― 

 
旭丘１丁目 
旭丘２丁目 
 

石橋小学校 石橋中学校 秦野小学校 渋谷中学校 

 
鉢塚３丁目 
 

緑丘小学校 渋谷中学校 石橋小学校 石橋中学校 

 
天神１丁目 
 

北豊島小学校 北豊島中学校 石橋小学校 石橋中学校 

 
空港１丁目 
空港２丁目 
住吉１丁目 
(1･6～13番) 
住吉２丁目 
(4～13番) 
 

石橋南小学校 石橋中学校 ― ― 

※池田市立小学校を卒業した者は、連携する中学校に進学することとする。 
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渋谷中学校区 

・渋谷中学校   923 人 

・秦野小学校   827 人 

・五月丘小学校  548 人 

・緑丘小学校   438 人 

・小学校合計   1813 人 

池田中学校区 

・池田中学校   616 人 

・池田小学校   887 人 

・呉服小学校   447 人 

・小学校合計   1334 人 

北豊島中学校区 

・北豊島中学校  503 人 

・北豊島小学校  476 人 

・神田小学校   431 人 

・小学校合計   907 人 

石橋中学校区 

・石橋中学校   348 人 

・石橋小学校   542 人 

・石橋南小学校  269 人 

・小学校合計   811 人 

細河中学校区 

・細河中学校   208 人 

・細河小学校   172 人 

・伏尾台小学校  214 人 

・小学校合計   386 人 

小中一貫教育実施時（平成 26年度） 

推計児童・生徒数 

※平成２５年５月１日現在 
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池田市立学校通学区審議会審議過程 

 

第１回目  平成２４年１０月３０日 

第２回目  平成２４年１１月３０日 

第３回目  平成２５年 ３月２８日 

第４回目  平成２５年 ５月２４日 

第５回目  平成２５年 ６月１９日 
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池田市立学校校長会　副会長 　　小山　仁志 （渋谷中）
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ＰＴＡ協議会　役員 　　石井　まゆ美 （池田中）

ＰＴＡ協議会　役員 　　井上　陽子 （石橋小）
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秦野小学校 　　森上　奈帆子 （副会長）
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